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規 
 

則 
 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
九

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
三
号
ロ
中
「
く
ず
か
ご
」
を
「
く
ず
籠
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
ヘ
中
「
に
よ
る
放

送
」
を
「
に
よ
る
基
幹
放
送
」
に
、
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百

十
四
号
）
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
」
を
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
有
線
電
気

通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
同
法
第
二
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。）

の
用
に
供
す
る
放
送
設
備
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
二
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
（
一
）
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

  

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

様
式
第
十
一
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
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様
式
第
十
六
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
あ

て
先

」
「

宛
先

」

「 

「
あ

て
先

」

「 

」 

「
捕

獲
し

よ
う

と
す

る
 

場
合

」
を

「
捕

獲
等

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

」

「
あ

て
先

」
「

宛
先

」

る
場

合
銃

砲
所

持
許

可
証

」

「
捕

獲
し

よ
う

と
す

 

「
捕

獲
等

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

猟
銃

・
空

気
銃

所
持

許
可

証
」

10 
銃

器
を

使
用

し
て

捕
獲

し
よ

 
 

う
と

す
る

場
合

は
、

猟
銃

・
空

 
 

気
銃

所
持

許
可

証
の

番
号

及
び

 
 

交
付

年
月

日
を

記
入

す
る

こ
と

 

 」 

10 
銃

器
を

使
用

し
て

捕
獲

等
を

 
 

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
あ

っ
て

 
 

は
、

猟
銃

・
空

気
銃

所
持

許
可

 
証

の
番

号
及

び
交

付
年

月
日

 

 

「 

 ２
 

特
定

猟
具

を
使

用
し

た
鳥

獣
の

 
 

捕
獲

等
を

し
よ

う
と

す
る

年
月

日
 

 
 

１
 

特
定

猟
具

を
使

用
し

た
鳥

獣
の

 
 

捕
獲

等
を

し
よ

う
と

す
る

特
定

猟
 

 
具

使
用

制
限

区
域

の
名

称
 

  

 

「
宛

先
」

「
あ

て
先

」
「

宛
先

」
「

第
１

１
条

の
２

第
８

項
」

「
第

１
１

条
の

 

２
第

７
項

」
 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
八
号



    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

    
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ 

る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

」 

「 
 

  

 

 ３
 

捕
獲

等
を

し
よ

う
と

す
る

 
 

年
月

日
 

 
 

 

 ２
 

捕
獲

等
を

し
よ

う
と

す
る

特
定

 
 

猟
具

使
用

制
限

区
域

の
名

称
 

 
 

 

 １
 

使
用

し
よ

う
と

す
る

特
定

猟
具

 
 

の
種

類
 

 
 

 

   

 

」 

 

   

 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
希
少
野
生
動
植
物
の
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
希
少
野
生
動
植
物
の
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

 

埼
玉
県
希
少
野
生
動
植
物
の
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則

第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
四
号
イ
中
「
給
餌じ

台
」
を
「
給
餌
台
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
防
護
さ
く
」
を
「
防

護
柵
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

ヨ 

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
放
送
の

業
務
又
は
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る

施
設
の
管
理
の
た
め
に
必
要
な
行
為 

 

第
十
七
条
第
一
号
イ
中
「
給
餌じ

台
」
を
「
給
餌
台
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
こ
う
配
」
を
「
勾

配
」
に
改
め
、
同
号
チ
中
「
防
護
さ
く
」
を
「
防
護
柵
」
に
改
め
、
同
号
ラ
中
「
灯
ろ
う
」
を
「
灯

籠
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
ロ
中
「
第
二
十
二
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
三
条
第

一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

子
旅
ネ
ッ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

森
政 

具
規 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
柳
之
宮
三
十
九
番
地
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
支
援
や
保
育
を
必
要
と
す
る
多
く
の
地
域
住
民
・
市
民
に
対
し
、
保

育
園
の
運
営
や
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
を
通
じ
て
そ
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
乳
幼
児

の
心
身
と
も
健
や
か
な
発
達
や
、
子
育
て
し
や
す
い
健
全
で
豊
か
な
地
域
社
会
の
確
立
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
賃
貸
住
宅
入
退
去
者
支
援
協
会 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ど
ん
ぐ
り
の
木 

三 

代
表
者
の
氏
名 

西
川 

仁
奈
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
越
谷
市
蒲
生
三
丁
目
八
番
地
十
二
藤
伸
ビ
ル
一
Ｆ 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
賃
貸
住
宅
に
お
け
る
賃
貸
人
と
賃
借
人
と
の
間
の
権
利
義
務
関

係
や
費
用
負
担
の
ル
ー
ル
が
明
確
で
な
い
こ
と
に
対
し
、
敷
金
・
原
状
回
復
費
用
に
お
け
る
問

題
の
解
決
を
行
い
、
賃
借
人
に
対
し
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
障
害
児
に
対
し
、
地
域
社
会
で
豊
か
な
暮
ら
し
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
福
祉
の
事
業
を
行
い
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
一
号



告 
 

示 
 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
所
沢
オ
ハ
ナ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

星 

良
二 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
一
丁
目
五
十
八
番
地
の
一
カ
マ
タ
ハ
イ
ツ
二
百
三 

 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
病
弱
者
に
対
し
て
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
福
祉
輸
送
事
業
限
定
）
を
行
い
、
公
共
の
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
七
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
木
の
家
だ
い
す
き
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

鈴
木 

進 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
所
沢
市
東
町
十
一
番
一
―
千
七
百
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
住
ま
い
手
と
山
（
木
材
産
地
）
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
い
え
づ
く
り
、

地
域
の
風
土
に
根
ざ
し
た
い
え
づ
く
り
、
及
び
住
ま
い
手
と
つ
く
り
手
の
顔
が
見
え
る
い
え
づ

く
り
（
以
下
「
木
の
家
だ
い
す
き
の
い
え
づ
く
り
」
と
い
う
。
）
、
の
普
及
を
通
し
て
、
山
の

緑
の
保
全
や
自
然
と
共
生
す
る
い
え
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
森
と
都

市
の
交
流
を
通
じ
て
森
林
地
帯
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
三
号



告

示

加
須
市
及
び
狭
山
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

調
査
を
行
っ
た

成

果

の

調
査
を
行
っ
た

認

証

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

時

期

名

称

地

区

年

月

日

加

須

市

平
成
二
十
年
度

地
籍
図

三
十
九
枚

麦
倉
Ⅲ
（
麦
倉
の

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
一
年
度

地
籍
簿

一
冊

一
部
）

十
月
十
五
日

平
成
二
十
二
年
度

狭

山

市

平
成
二
十
三
年
度

地
籍
図

十
七
枚

狭

山

第

四

十

六

平
成
二
十
五
年

平
成
二
十
四
年
度

地
籍
簿

一
冊

（
富
士
見
二
丁
目

十
月
十
五
日

の
一
部
）

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
四
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
五
号



１ 購入等件名及び数量 

埼玉県職員出退勤管理システム（地域機関）機器賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県総務部人事課管理担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成25年９月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

日立キャピタル株式会社 東京都千代田区飯田橋２丁目18番２号 

５ 落札金額 

58,728,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成25年７月30日 

 



告 
 

示 
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
六
号



１ 購入等件名及び数量  

  プレハブ冷凍冷蔵庫 ８台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県衛生研究所総務担当 埼玉県さいたま市桜区上大久保639番地１  

３ 落札者を決定した日  

平成25年８月30日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  有限会社サンズコーポレーション 埼玉県さいたま市緑区大字大間木17番地３  

５ 落札金額  

46,179,000円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成25年７月12日  

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
七
号



１ 購入等件名及び数量 

  県政広報テレビ番組制作・放送業務２番組 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県民生活部広聴広報課テレビ・ラジオ担当 埼玉県さいたま市浦和区高 

 砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成25年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社テレビ埼玉 

 埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目36番４号 

５ 契約金額 

  119,725,150円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

 項第１号に該当 

 

 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
八
号



１ 購入等件名及び数量 

  県政広報ラジオ番組制作・放送業務１番組 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県民生活部広聴広報課テレビ・ラジオ担当 埼玉県さいたま市浦和区高 

 砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成２５年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社エフエムナックファイブ 

 埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地２ＪＡＣＫ大宮 

５ 契約金額 

  35,114,249円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

 項第１号に該当 

 

 



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
月
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
繭 

三 

代
表
者
の
氏
名 

高 

垣 

由
美
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
戸
田
市
上
戸
田
三
丁
目
二
十
五
番
五
号
細
井
マ
ン
シ
ョ
ン
一
階 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
子
供
を
持
つ
家
庭
に
対
し
安
心
し
て
子
供
を
預
け
ら
れ
る
場
所
の
提
供
を
行

い
、
子
供
の
個
性
を
尊
重
し
、
子
供
の
心
身
と
も
に
健
や
か
な
発
達
を
援
助
す
る
と
と
も
に
、

子
供
を
安
心
し
て
育
て
ら
れ
る
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
九
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
特
に
優
良
な
図
書
と
し
て
、
次
の
と
お
り
推
奨

す
る
。 平

成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

     

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
号



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

推
奨
番
号 

対 
 

象 

書 
 
 
 
 
 

名 

著 
 

者 
 

名 
 

等 

発 

行 

所 

一
三
九
〇 

乳
幼
児 

い
ち
じ
く
に
ん
じ
ん 

大
阪
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
千
里
こ
ど
も
図
書
室 

福
音
館
書
店 

一
三
九
一 

 

同 

か
あ
さ
ん
ふ
く
ろ
う 

イ
ー
デ
ィ
ス
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
・
ハ
ー
ド 

偕
成
社 

一
三
九
二 

 

同 

ネ
ビ
ル
っ
て
よ
ん
で
み
た 

ノ
ノ
ー
ト
ン
・
ジ
ャ
ス
タ
ー 

Ｂ
Ｌ
出
版 

一
三
九
三 

 

同 

ふ
た
ご
の
も
う
ふ 

ヘ
ウ
ォ
ン
・
ユ
ン 

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー 

一
三
九
四 

 

同 

ま
ほ
う
の
コ
ッ
プ 

藤
田 

千
枝 

福
音
館
書
店 

一
三
九
五 

小
学
校
低
学
年 

お
ね
え
ち
ゃ
ん
て
、
も
う
た
い
へ
ん
！ 

い
と
う 

み
く 

岩
崎
書
店 

一
三
九
六 

 

同 

し
ま
う
ま
の
た
ん
じ
ょ
う
び 

ト
ビ
イ 

ル
ツ 

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所 

一
三
九
七 

 

同 

じ
ゃ
ん
け
ん
の
す
き
な
女
の
子 

村
岡 

京
子 

学
研
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ 

一
三
九
八 

 

同 

お
か
し
な
ゆ
き
ふ
し
ぎ
な
こ
お
り 

片
平 

孝 

ポ
プ
ラ
社 

一
三
九
九 

 

同 

い
つ
も
み
て
い
た 

ー
ゆ
め
を
か
な
え
た
女
の
子
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
ド
ー
ル 

ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
ウ
イ
ン
タ
ー 

福
音
館
書
店 

一
四
〇
〇 

小
学
校
中
学
年 

ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ 

福 

明
子 

学
研
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ 

一
四
〇
一 

 

同 

幸
せ
を
奏
で
る
私
の
音
楽 
三
丘 

真
理 

佼
成
出
版
社 

一
四
〇
二 

 

同 

か
ら
っ
ぽ
の
く
つ
し
た 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
カ
ー
テ
ィ
ス 

世
界
文
化
社 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
四
〇
三 

 

同 

じ
い
ち
ゃ
ん
の
森 

小
原 

麻
由
美 

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所 

一
四
〇
四 

 

同 

ニ
ル
ス
が
出
会
っ
た
物
語
・
全
６
巻 

セ
リ
ア
・
ラ
ー
ゲ
ン
レ
ー
ヴ 

福
音
館 

一
四
〇
五 
小
学
校
高
学
年 

さ
が
し
て
い
ま
す 

ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー 

童
心
社 

一
四
〇
六 

 

同 

風
の
島
へ
よ
う
こ
そ 

ア
ラ
ン
・
ド
ラ
モ
ン
ド 

福
音
館 

一
四
〇
七 

 

同 

サ
ン
シ
ヤ
イ
ン
水
族
館
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
大
作
戦 

深
光 

富
士
男 

佼
成
出
版
社 

一
四
〇
八 

 

同 

お
ま
け
鳥 

飯
田 

朋
子 

新
日
本
出
版
社 

一
四
〇
九 

 

同 

糸
子
の
体
重
計 

い
と
う
み
く 

童
心
社 

一
四
一
〇 

中
学
校 

カ
ン
ト
リ
ー
・
ロ
ー
ド 

坂
口 

正
博 

Ｂ
Ｌ
出
版 

一
四
一
一 

 

同 

レ
ガ
ッ
タ
！
水
を
つ
か
む 

濱
野 

京
子 

講
談
社 

一
四
一
二 

 

同 

大
地
の
ラ
ン
ナ
ー 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
リ
オ
ー
ダ
ン 

す
ず
き
出
版 

一
四
一
三 

 

同 

サ
ー
ス
キ
ー
の
笛
が
聞
こ
え
る 

エ
ロ
イ
ー
ズ
・
マ
ッ
グ
ロ
ウ 

偕
成
社 

一
四
一
四 
 

同 

15
歳
の
寺
小
屋 

ゴ
リ
ラ
は
語
る 

山
極 

寿
一 

講
談
社 

一
四
一
五 

高
校
・
青
年 

一
途
一
心
、
命
を
つ
な
ぐ 
天
野 

篤 

飛
鳥
新
社 

一
四
一
六 

 

同 

山
中
先
生
に
人
生
と
Ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た 

山
中 
伸
弥 

講
談
社 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
四
一
七 

 

同 

生
き
る
ぼ
く
ら 

原
田 

マ
ハ 

徳
間
書
店 

一
四
一
八 

 

同 

北
斗 

あ
る
殺
人
者
の
回
心 

石
田 

衣
良 

集
英
社 

一
四
一
九 

 

同 

賢
者
ナ
ー
タ
ン
と
子
ど
も
た
ち 

ミ
リ
ヤ
ム
・
プ
レ
ス
ラ
ー 

岩
波
書
店 

    



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

一 

要
措
置
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
朝
霞
市
三
原
一
丁
目
二
百
八
十
番
六
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

三 

講
じ
ら
れ
た
指
示
措
置
等 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
一
号





告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
朝
霞
市
三
原
一
丁
目
二
百
八
十
番
六
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
二
号





告 
 

示 

  
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
患
畜
等
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

      

ヨ
ー
ネ
病 

牛 伝
染
病
及
び 

家
畜
の
種
類 

患
畜 

患 

畜 
及 
び 

疑
似
患
畜
の
区
分 

二
頭 

頭
数
又
は 

群 
 

数 

熊
谷
市 

発
生
場
所
又
は 

区 
 

 
 

域 

平
成
二
十
五 

年
十
月
十
日 

発
生
年
月
日 

殺
処
分 

処 

置 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
三
号



告 
 

示 

  
蕨
市
か
ら
蕨
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画

法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
四
号



告 
 

示 

  
蕨
市
か
ら
蕨
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
五
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
春
日
部
都
市
計
画
公
園
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
公
園
ス
タ
ジ
ア
ム
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
下
大
増
新
田
字
西
耕
地
及
び
上
大
増
新
田
字
西
耕
地
地
内 

二 

都
市
計
画
に
係
る
公
園
の
名
称 

 
 

春
日
部
都
市
計
画
公
園 

五
・
五
・
〇
三
号 

新
た
な
森
公
園 

    

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
七
十
六
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

上
中
森
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新 旧 

旧 

新 

別 

行
田
市
大
字
堤
根
字
代
官
田
通 

九
五
九
番
一
地
先
か
ら 

 

同
市
大
字
堤
根
字
代
官
田
通 

一
一
八
二
番
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

七
・
五
〇
～ 

一
五
・
一
三 

七
・
五
〇
～ 

一
一
・
八
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
一
〇
・
五
一 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機

構
が
行
う
武
蔵
水
路
改
築

工
事
に
伴
う
迂
回
道
路 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 



    

上
中
森
鴻
巣
線 

  

路 

線 

名 

行
田
市
大
字
堤
根
字
代
官
田
通 

九
五
九
番
一
地
先
か
ら 

 
同
市
大
字
堤
根
字
代
官
田
通 

一
一
八
二
番
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

県
道
仮
廻
し
。 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
が
行
う
武

蔵
水
路
改
築
工
事
に
伴
う
迂
回
道
路
。 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
付
け
埼
玉

県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三

十
一
号
で
告
示
し
た
道
路
区
域
の
一
部

供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
四
一
〇
・
五
一
メ
ー
ト
ル
。 

備  

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

佐
野
行
田
線 

三 

道
路
の
区
域



 

新  

Ｂ  

新  

Ａ  

旧  

Ａ  

旧 

新 

別 

行
田
市
大
字
小
見
字
棒
川 

四
九
〇
番
一
地
先
か
ら 

 

同
市
大
字
小
見
字
棒
川 

四
八
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
〇
・
五
〇
～ 

一
五
・
一
二 

一
二
・
〇
〇
～ 

一
五
・
七
六 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
二
四
・
七
四 

九
八
・
一
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機

構
が
行
う
武
蔵
水
路
改
築

工
事
に
伴
う
迂
回
道
路 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

野 

康 

夫 
 

 



    

佐
野
行
田
線 

  

路 
 

線 
 

名 

行
田
市
大
字
小
見
字
棒
川 

四
九
〇
番
一
地
先
か
ら 

 
同
市
大
字
小
見
字
棒
川 

四
八
〇
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

県
道
仮
廻
し
。 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
が
行

う
武
蔵
水
路
改
築
工
事
に
伴
う
迂

回
道
路
。 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日
付
け

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
三
十
三
号
で
告
示
し
た
道

路
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
二
四
・
七
四
メ
ー
ト
ル
。 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
五
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
○
○
○
七
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
○
○
八
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
む
さ
し
台
二
丁
目
三
一
番
一
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
志
賀
八
一
三
番
地
一 

 
 

内
田
克
之 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
百
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
四
〇
〇
九
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
三
二
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
前
島
四
千
二
百
三
十
二
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
三
千
五
百
五
十
七
番
地
四 

 
 

熊
谷 

若
子 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
百
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
九
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
四
〇
〇
七
六
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
九
日 

 
 

越
建
セ
第
三
三
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
字
上
杉
戸
四
百
六
十
四
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
五
―
七
―
一
一 

 
 

安
中
裕
二 

安
中
富
美
子 

安
中
厚
二 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
九
十
八
号 

 
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 



１   購入等件名及び数量  

  麻酔システム 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県病院局経営管理課 入札担当 

  埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目 13 番３号 

３ 落札者を決定した日 

  平成 25 年９月 18 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社イノメディックス 

東京都文京区小石川四丁目 17 番 15 号 

５ 落札金額 

  54,600,000 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

   平成 25 年８月６日 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
七
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

千 

葉 

照 

實 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
四
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 

 



 

 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
九
十
八
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
庄

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

    

本
庄
市
民
文
化
会

館 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
本
庄
市
北
堀
千
四
百
二
十

二
番
地
三 

所

在

地 

株
式
会
社
Ｏ
Ｋ

Ｉ
プ
ロ
サ
ー
ブ 

管

理

者 

千
二
百
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
九
十
九
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
羽
生

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 

    

羽
生
勤
労
者
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
下
羽
生
千
十

四
番
地
一 

所

在

地 

毎
日
興
業
株
式

会
社 

管

理

者 

百
五
十
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
さ
い
た
ま
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
名
称
の
変

更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

（
新
）
日
進
公
園
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー （
旧
）
さ
い
た
ま
市

勤
労
女
性
ホ
ー
ム 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進

町
一
丁
目
三
百
十
二
番
地
二 

所

在

地 

さ
い
た
ま
市
長 

管

理

者 

五
十
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
一
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
本
庄
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
名
称
、
管
理
者

の
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

    

（
新
）
け
や
木
自
治

会
館 

（
旧
）
本
庄
市
立
け

や
木
集
会
所 

（
新
）
宮
本
町
第
二

自
治
会
館 

（
旧
）
本
庄
市
立
宮

本
町
集
会
所 

（
新
）
万
年
寺
集
会

所 （
旧
）
本
庄
市
立
万

年
寺
集
会
所 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
本
庄
市
け
や
木
三
丁
目

十
五
番
十
号 

埼
玉
県
本
庄
市
栄
二
丁
目
十
一

番
一
号 

埼
玉
県
本
庄
市
万
年
寺
三
丁
目

三
番
三
号 

所

在

地 

（
新
）
け
や
木
自

治
会
長 

（
旧
）
本
庄
市
長 

（
新
）
宮
本
町
自

治
会
長 

（
旧
）
本
庄
市
長 

（
新
）
万
年
寺
自

治
会
長 

（
旧
）
本
庄
市
長 

管

理

者 

五
十
人 

五
十
人 

五
十
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 
（
新
）
元
田
自
治
会

館 （
旧
）
本
庄
市
児
玉

元
田
集
会
所 

（
新
）
秋
山
会
館 

（
旧
）
本
庄
市
児
玉

秋
山
集
会
所 

（
新
）
塩
谷
集
会
所 

（
旧
）
本
庄
市
児
玉

塩
谷
集
会
所 

（
新
）
山
王
自
治
会

館 （
旧
）
本
庄
市
児
玉

山
王
集
会
所 

（
新
）
下
町
自
治
会

館 （
旧
）
本
庄
市
児
玉

大
久
保
集
会
所 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
元
田
二

百
六
十
三
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
秋
山
千

四
百
一
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
塩
谷
五

百
九
十
九
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
二

千
四
百
二
十
八
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
千

百
十
三
番
地 

所

在

地 

（
新
）
元
田
自
治

会
長 

（
旧
）
本
庄
市
長 

（
新
）
秋
山
自
治

会
長 

（
旧
）
本
庄
市
長 

（
新
）
塩
谷
自
治

会
長 

（
旧
）
本
庄
市
長 

（
新
）
下
町
自
治

会
長 

（
旧
）
本
庄
市
長 

（
新
）
下
町
自
治

会
長 

（
旧
）
本
庄
市
長 

管

理

者 

三
十
人 

三
十
人 

三
十
人 

三
十
人 

七
十
人 

収
容
人
員 



 

 

 

 

 

   

（
新
）
吉
田
林
自
治

会
館 

（
旧
）
本
庄
市
児
玉

吉
田
林
集
会
所 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
吉
田
林
二

百
十
三
番
地 

所

在

地 

（
新
）
吉
田
林

自
治
会
長 

（
旧
）
本
庄
市

長 管

理

者 

五
十
人 

収
容
人
員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
東
松
山
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
管
理
者
の
変

更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

東
松
山
市
唐
子
地
区

体
育
館 

施

設

の

名

称 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
唐
子

千
百
六
十
九
番
地
一 

所

在

地 

（
新
）
東
松
山
市

長 （
旧
）
東
松
山
市

教
育
長 

管

理

者 

二

百

四

十

人 収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
号 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
富
士
見
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
管
理
者
の
変

更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 

富
士
見
市
立
市
民
総

合
体
育
館 

富
士
見
市
立
針
ヶ
谷

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー 施

設

の

名

称 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
鶴
馬
千

八
百
八
十
七
番
地
の
一 

埼
玉
県
富
士
見
市
針
ヶ
谷
一
丁

目
三
十
八
番
地 

所

在

地 

（
新
）
公
益
財
団

法

人

キ

ラ

リ

財

団 （
旧
）
富
士
見
市

長 （
新
）
公
益
社
団

法

人

富

士

見

市

シ

ル

バ

ー

人

材

セ
ン
タ
ー 

（
旧
）
富
士
見
市

長 管

理

者 

二
千
人 

二
百
人 

収

容

人

員 



 

 

 

 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
四
号 

 

本
庄
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
次
の
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定

を
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

 
 

 
 

  

本
庄
市
児
玉
下
浅
見

集
会
所 

本
庄
市
児
玉
中
央
集

会
所 

本
庄
市
児
玉
大
道
集

会
所 

本
庄
市
児
玉
隣
保
館 

本
庄
市
東
台
会
館 

施

設

の

名

称 

 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
下
浅
見

八
百
六
十
七
番
地
十
一 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
千

八
百
二
十
五
番
地
六 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
千

六
百
九
十
七
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
児
玉
千

三
百
五
十
二
番
地
一 

埼
玉
県
本
庄
市
東
台
五
丁
目
二

番
三
十
三
号 

所

在

地 

本
庄
市
長 

本
庄
市
長 

本
庄
市
長 

本
庄
市
長 

本
庄
市
長 

管

理

者 

三
十
人 

五
十
人 

百
人 

五
十
人 

五
十
人 

収

容

人

員 
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